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看護師による気管カニューレの事故抜去等の緊急時に

おける気管カニューレの再挿入について (周知)

平素より,特別支援教育の推進に御尽力をいただきありがとうございます。

福祉,教育,保育等,あ らゆる場において子供の気管カニューレが事故抜去

し,生命が危険な状態等のため,緊急に気管カニューレを再挿入する必要があ

る場合であって,直ちに医師の治療・指示を受けることが困難な場合において ,

看護師又は准看護師が臨時応急の手当として気管カニューンを再挿入する行為

について,平成 30年 2月 28日 付で公益社団法人 日本小児科学会 (以下「日

本小児科学会」という。)会長等から厚生労働省医政局看護課長宛てに別添 1の

とお り照会があり,平成 30年 3月 16日 付で厚生労働省医政局看護課長から

別添 2の とおり回答がありました。

ついては,各都道府県 。指定都市教育委員会特別支援教育担当課,各都道府

県私立学校主管課,附属学校を置 く各国立大学法人担当課及び構造改革特別区

域法第 12条第 1項の認定を受けた地方公共団体の学校設置会社主管課におかれ

ては,本事務連絡について,域内の市町村教育委員会,所管の学校等に対 して

周知くださいますようお願いします。

なお,気管カニューレの事故抜去等の緊急時における気管カニューレの再挿

入については, 日本小児科学会のHPで看護師の研修用のマニュアル等を公開

してお りますので,教育委員会の委嘱 した医師等と連携を図るなど,適切にお

取 り計らいくださいますようお願い申し上げます。

(参考 :日 本小児科学会 「気管カニューレの事故抜去等の緊急時における気管

カニューレの再挿入について」掲載URL)
httpS://777.jpedS.Or.jp/口 OduleS/neWS/1ndeX.php?COntent_id=346
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医政看発0316第２号 

平成 30年 ３月 16日 

 

 

 各都道府県衛生主管部（局）長 殿 

 

 

                      厚生労働省医政局看護課長 

（ 公 印 省 略 ） 

 

 

気管カニューレの事故抜去等の緊急時における気管カニューレの再挿入 

について 

 

 

標記について、平成30年２月28日付けで公益社団法人日本小児科学会会長、公益

社団法人日本小児保健協会会長、公益社団法人日本小児科医会会長、一般社団法人

日本小児期外科系関連学会協議会会長、一般社団法人日本耳鼻咽喉科学会理事長及

び日本重症心身障害学会理事長から別添１をもってあった照会に対し、別添２のと

おり回答したので、貴職におかれてはこれを御了知の上、貴管内の保健所設置市（

特別区を含む。）、医療機関、関係団体等に対し周知及び適切な指導をお願いいたし

ます。 
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